
令和４年５月２６日 

保 育 部 

  保育認定・調整課 

 

 

議会の委任による専決処分の報告 

（郵便物の後納料金等の支払遅延に係る損害賠償額の決定） 

 

１ 事故の概要 

（１）判明日   令和４年５月１０日（火） 

 

（２）相手方   日本郵便株式会社  

 

（３）事故内容  保育認定・調整課入園担当では、保護者等へ発送する郵便物の郵

便料金を後納支払いとしており、令和４年３月分請求書を４月１２

日に相手方より受理し、４月２８日の支払期限日までに支払うこと

となっていたところ、担当職員が支払い手続きを行っていなかった

ことが判明した。 

 

２ 事後の対応 

   事故判明後、令和４年３月分請求額（２９０，１４６円）について、５月１３

日に相手方への支払いを完了した。 

 

３ 損害賠償額 

１，６１３円 

（支払期限日の翌日の４月２９日から支払いが完了した日の前日５月１２日ま

での１４日間に年１４．５パーセントの割合で計算した遅延損害金） 

 

４ 専決処分日 

令和４年５月２４日 
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